
 

 

区長報告 第１７号                【総務部契約管財課】 

 専決処分について（港区立御田小学校仮校舎整備工事請負契約の変更） 

 

 

 本件は、港区立御田小学校仮校舎整備工事請負契約の変更について、専決処

分しましたので、報告するものです。 

 

 【専決処分をした日（契約変更をした日）】 

  令和５年１０月３０日 

 

 【変更内容】 

  ○契約金額  ４億２，３２７万７，４４８円 

          → ４億４，４４２万２，０００円 

             （２，１１４万４，５５２円増額します。） 

 

 【変更理由】 

  ①放課ＧＯ→クラブ室を確保することとしたため。 

  ②躯体のサッシ部及び屋上防水部で漏水及び劣化が確認されたため。 

  ③床下地の補修に係る追加工事が発生したため。 

  ④国が公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置を定めたことを踏まえ、令和５年 

   ３月１日以降に契約を締結した工事について、令和５年３月からの労務単価を適用 

   したため。 

 

 【契約の相手方】          【工事場所】 

  港区浜松町二丁目６番５号 

  浜松町エクセレントビル 

   株式会社合田工務店東京本店 

 

  ○当初契約を議決した議会 

   令和５年第１回定例会 

 

 

 

 

 

  

御田小学校仮校舎 

（旧三光小学校） 

国土地理院の電子地形図（タイル）に追記して掲載 


